
第９回町章・町花等検討委員会協議状況報告 

 
１．関係者の出席について 
花や魚などの自然に関する専門家として、宜野湾市のアクアコーラル企画屋比久壮実

さんの出席を了承 
 
２．町花・町木・町花木・町魚選定要項について 
選定要項（案）について協議した結果、下記の箇所を修正することを確認した。 
（１） 第２条（選定の方法）の条文中 その結果を踏まえ を その結果を参考に へ

修正 
（２） 第３条（アンケートの方法）の条文中 （１）の性別を削除 （３）を第３条

１項及び２項とは別に、中学生を対象にアンケートを実施する に修正 
（３） 第４条（選考基準）の条文を下記のとおり修正した。 
【町花・町木・町花木】 
（１）八重瀬町のイメージにふさわしいもの。 
（２）八重瀬町の歴史、文化、自然になじみ深いもの。 
（３）町民に広く知られ、愛されて、親しみやすいもの。 
（４）苗や種子が入手しやすく栽培が容易であるもの。 
【町魚】 
 （１）八重瀬町のイメージにふさわしいもの。 
（２）町民に広く知られ、愛されて、親しみやすいもの。 
（３）八重瀬町の海域に生息していること。 
 

３．町花・町木・町花木・町魚選定に関するアンケートについて 
アンケートについて協議した結果、下記の箇所を修正することを確認した。 
（１） アンケート依頼の文面を別紙のとおり修正した。 
（２） 選考基準を別紙のとおり修正した。 
（３） 町花の項目について協議した結果、９種類の花で設問すること確認し、マリー

ゴールド、テッポウユリ、ランタナ、ニチニチソウ、グラジオラス、ベゴニア、

キク、ツワブキ、インパチェンスで設問することを確認した。なお、できれば

写真を掲載できるようにとの意見があった。 
（４） 町木の項目について協議した結果、リュウキュウコクタン（クルチ）モモタマ

ナ（クワディーサー）、フクギ、ガジュマル、ゲッキツ（ギキチャー）で設問す

ることを確認した。なお、方言名も明記することも確認した。 
（５） 町花木の項目について協議した結果、サンダンカ、ブーゲンビレア、サクラ、

サルスベリ、ユウナで設問することを確認した。 
（６） 町魚の項目について協議した結果、トビウオ、ミーバイ、アイゴ、ブダイ、ガ

ーラで設問することを確認した。 
（７） 性別、年代、居住区の欄は、性別を削除し、７０代を７０歳以上に修正した。 



八重瀬町「町花・町木・町花木・町魚」選定要項（案） 
  
（趣旨） 
第１条 八重瀬町を象徴する「町花・町木・町花木・町魚」を制定するため、

選定要項を定める。 
 
 （選定の方法） 
第２条 町花・町木・町花木・町魚の制定に関する町民アンケートを実施し、

その結果を参考に、町章・町花等検討委員会で選定する。 
 
 （アンケートの方法） 
第３条 次のとおりアンケートを実施する。 
（１）行政区ごとの人口割合、年齢層を考慮し、八重瀬町の住民基本台帳から、

５００人を無作為で抽出し、アンケートを実施する。 
（２）前項のアンケートの配布並びに回収は郵送により行う。 
（３）第３条１項及び２項とは別に、中学生を対象にアンケートを実施する。 
 
 （選考基準） 
第４条 町花・町木・町花木・町魚の選考基準は次のとおりとする。 
【町花・町木・町花木】 
（１）八重瀬町のイメージにふさわしいもの。 
（２）八重瀬町の歴史、文化、自然になじみ深いもの。 
（３）町民に広く知られ、愛されて、親しみやすいもの。 
（４）苗や種子が入手しやすく栽培が容易であるもの。 
【町魚】 
（１）八重瀬町のイメージにふさわしいもの。 
（２）町民に広く知られ、愛されて、親しみやすいもの。 
（３）八重瀬町の海域に生息していること。 



 








